
令和７年度 

京都府地域医療確保奨学金（地域枠）募集要領 
 

１ はじめに 

京都府では、地域医療を担う医師を確保するため、府内の医師が不足する地域にある「地域医

療機関（別表１）」で医師として働く意思のある方に対して、奨学金を貸与する制度を設けてお

り、府が定める期間「地域医療機関」で働くことにより、奨学金とその利息の返還が免除されま

す。 

特に、京都府立医科大学医学部医学科学校推薦型選抜による入学者は、本奨学金の貸与を受け

た上で、本奨学金制度及び「京都府キャリア形成卒前支援プラン及び京都府キャリア形成プログ

ラムについて（以下「京都府キャリア形成プログラム等」という。）」に基づき、京都府の地域医

療に対する積極的な貢献が期待されています。 

 

２ 制度の概要 

① 対 象 者 京都府立医科大学医学部医学科 学校推薦型選抜による入学者 

② 貸 与 額 月額１５万円（年額１８０万円） 

③ 貸与期間  
令和７年４月から令和８年３月まで 
１年度ごとに貸与の決定を行うため、毎年度申請書の提出が必要です。 

※原則として、大学在学中は貸与継続（在学期間により延長の場合あり） 

④ 貸 与 方 法 年４回（６・９・１２・３月）それぞれ３箇月分を銀行口座に振込 

⑤ 貸 付 利 率 年１０％ 

⑥ 返還の免除

及び猶予 

(1) 大学卒業後、１年以内に医師免許を取得 

(2) 「京都府キャリア形成プログラム等」に基づき、京都府が指定する医

療機関において、最低９年間勤務又は研修に従事 

※ 最低９年間の勤務又は研修の期間のうち、原則として京都府立医科大

学における３箇年の研修（卒後臨床研修医及び専攻医の組合せ）に従事

し、かつ卒後臨床研修修了後に「地域医療機関」において貸与期間と同

じ期間を勤務した場合、奨学金とその利息の返還を免除します。 

なお、臨床研修修了後に「地域医療機関」以外で勤務する場合、「府内

公的医療機関等（別表２）」においてのみ、３年（専攻医としての後期研

修の期間（１年）を含む。）を限度として、返還を猶予します。 

 

３ 応募方法・貸与の決定 

① 申 請 方 法 

新入生は教育支援課下鴨事務室を通じて、在校生は教育支援課を通じて、

令和７年４月１８日（金）までに、次の書類を提出してください。 

(1) 地域医療確保奨学金等申請書（第１号様式） 

(2) 誓約書（第２号様式） 

(3) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書（発行から３箇月以内のもの） 



② 連帯保証人 

２名（うち１名は京都府内に住所を有する者） 

連帯保証人は独立の生計を営み、奨学金の返還及び利息の支払の責任を負うこと

ができる資力を有する者。 

奨学生が未成年の場合は、連帯保証人のうち１名はその法定代理人。 

 

４ 返還 

返還の免除に該当しない場合、一括払又は年賦（貸与期間と同じ期間を限度）で、奨学金及び

その利息を返還しなければなりません。なお、奨学金及びその利息の返還が、直ちに「京都府キ

ャリア形成プログラム等」からの離脱を意味しません。 

 

５ 注意事項 

申請者は、この要領のほか「京都府地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例」及び「同条例

施行規則」並びに「京都府キャリア形成プログラム等」をよく読み、本制度の内容を十分確認し

てください。 

申請書類に記載いただいた個人情報は、奨学金及び「京都府キャリア形成プログラム等」の業

務に使用し、他の目的には使用しません。 
 

【返還免除の例】 

卒業後 1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 

在学中 臨床研修 
医大研修 

（専攻医） 
地域医療機関 

 

 

別表１ 地域医療機関 
［京丹後市］京丹後市立弥栄病院、京丹後市立久美浜病院、国保大宮診療所、国保五十河診療所、国保間

人診療所、国保野間診療所、国保佐濃診療所、宇川診療所 

［ 伊 根 町 ］伊根町国保伊根診療所、伊根町国保本庄診療所 

［与謝野町］京都府立医科大学附属北部医療センター、与謝野町立国民健康保険診療所 

［ 舞 鶴 市 ］市立舞鶴市民病院、府立舞鶴こども療育センター、舞鶴赤十字病院、 

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター、国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院、市

立舞鶴市民病院加佐診療所 

［福知山市］市立福知山市民病院、市立福知山市民病院大江分院、福知山市国保雲原診療所 

［ 綾 部 市 ］綾部市立病院、綾部市中上林診療所、綾部市奥上林診療所 

［京丹波町］国保京丹波町病院、国保京丹波町病院和知診療所、国保京丹波町病院質美診療所 

［ 南 丹 市 ］京都中部総合医療センター、国保南丹みやま診療所、国保美山林健センター診療所 

［ 和 束 町 ］和束町国保診療所 

別表２ 府内公的医療機関等 
［ 亀 岡 市 ］亀岡市立病院 

［ 京 都 市 ］京都市立病院、京都市立京北病院、京都市桃陽病院、京都市地域リハビリテーション推進セ

ンター診療所、京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都府立医科大学附属病院、京

都大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構宇多野病院、独立行政法人国立病院機構

京都医療センター、独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター 

［長岡京市］京都済生会病院     ［ 宇 治 市 ］府立洛南病院 

［ 城 陽 市 ］府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院、独立行政法人国立病院機構 

南京都病院 

［木津川市］京都山城総合医療センター ［ 精 華 町 ］精華町国民健康保険病院 

その他京都府・京都市が開設する医療機関、その他知事が認める医療機関 


